
はじめに
世 界 保 健 機 関（World Health Organization :

WHO）は，第６６回WHO総会（２０１３年５月）にお
いて包括的メンタルヘルスアクションプラン２０１３―
２０２０（以下，アクションプラン）を採択した．アク
ションプランは “No health without mental health
（メンタルヘルスなしに健康なし）”を原則に，精
神的に満たされた状態（mental well-being）を促進
し，精神障害を予防し，ケアを提供し，リカバリー
を促し，人権を促進し，そして精神障害を有する人々
の死亡率，罹患率，障害を低減することを目標とし
ている１）．
その背景として，精神障害による疾病負担が世界

各国において非常に重要な問題となっていることが
挙げられる．世界の疾病負担研究（Global Burden of
Diseases，Injuries，and Risk Factors Study : GBD）は，
米国ワシントン大学保健指標・保健評価研究所，東
京大学大学院医学系研究科，豪州クイーンズランド
大学，米国ハーバード大学公衆衛生大学院，米国ジ
ョンズ・ホプキンス大学ブルームバーグ公衆衛生大
学院，英国インペリアル・カレッジ，およびWHO

の７つの機関の共同研究としてGBD２０１０が開始さ
れ，２０１２年 Lancet 誌に結果が掲載された．本調査
では，障害による健康寿命の損失に注目した，障害
調整生命年（disability-adjusted life year；DALY，
図１）という指標について調査しており，その結果
から，精神疾患や行動上の問題は全DALYの約
７．４％，非感染性疾患のDALYの約１１％となってお
り，精神障害は人々の健康に甚大な影響を与えてい
ることが報告された２）３）．低・中所得国における精神
障害の疾病負荷については，うつ病が５５．５million
DALYs で最も高く，続いてアルコール使用による
精神疾患が１９．５million DALYs，統合失調症１５．２
million DALYs，双極性障害１２．９million DALYs，
てんかん７．３million DALYs，アルツハイマー病お
よびその他の認知症６．８million DALYs という順に
なっており，低・中所得国においても精神障害の疾
病負担が大きいことが示されている４）．
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およ

シア，ラオス，マレーシア，ミャンマー，フィリピ
ン，シンガポール，タイ，東ティモール，ベトナム
の１１カ国で構成されている．世界銀行による各国の
所得分類は表１に示すとおりであり，低中所得国７
カ国，高中所得国２カ国，高所得国２カ国である．
東南アジアの国々におけるメンタルヘルス上の課題
としては，とくに低中所得国においては，医療制度
予算は切迫したニーズに対して不十分であるのが現
状であり，精神障害をもつ人々が利用できる医療サ
ービスは非常に少なく，メンタルヘルスの専門家も
明らかに不足している．また，多くのメンタルヘル

スケアは都市部に集中しており，地方で受けられる
メンタルヘルスケアのサービスは存在しないかごく
わずかである．そのためケアを必要とする人々は，
治療を受けないままでいるか，伝統療法の治療師に
よる治療を受けていることも多い．
東南アジア各国のメンタルヘルスの専門家の人的
資源を表２に示す５）．比較のための参考に日本のデ
ータも示すが，メンタルヘルスの専門家が不足して
いることは明らかである．また，図２にメンタルヘ
ルスの専門家の人的資源について，世界銀行による
所得分類間で比較したもの６）を示すが，世界的にみ

図１ 障害調整生命年（Disability Adjusted Life Year : DALY）

表１ 東南アジア各国の世界銀行所得分類

表２ 東南アジア各国のメンタルヘルス専門家の状況（人口１０万対人数）

Mental Health Atlas ２０１１（WHO）５）から引用して作成
UN：情報なし
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ても，低・中所得国でのメンタルヘルスの専門家不
足が深刻である状況がわかる．このような状況にお
いて，専門家をすぐに増やすことは困難であり，プ
ライマリーケアの活動にメンタルヘルスを統合して

いくことが必要と考えられる．そのためのツールと
して，２０１０年にWHOから「精神保健専門家のいな
い保健医療の場における精神・神経・物質使用障害
のためのmhGAP介入ガイド」７）が出版されている．

図２ 世界銀行所得分類別メンタルヘルス専門家の状況（人口１０万対人数）
Mental Health Atlas ２０１７６）からデータを引用して作図した．

表３ 東南アジア各国の精神保健法の状況
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メンタルヘルスの活動を実践するにあたっては，
メンタルヘルスに関連した法律の整備が必須であ
る．２０１２年のWHO総会では，世界の５０％の国々が
２０２０年までに，国際・地域の人権規約に則して，精
神保健法を制定または更新する決議がなされた．東
南アジア各国の精神保健法の現状について表３に示
した．１１カ国中７カ国で精神保健法が制定されてい
る．一番最近は，２０１８年６月にフィリピンにおいて
精神保健法が制定されたが，そこに至る経緯も含め
て，フィリピンの精神医療の状況について述べてみ
たい．

フィリピンにおける精神医療の
状況
WHOのMental Health Atlas２０１４８）によると，フ
ィリピンにおける精神障害による疾病負担は人口１０
万人当たり２，７６０DALYｓとなっている．ほぼ同時
期の全世界における精神障害による疾病負担は人口
１０万人当たり２，１８３DALYｓ（全DALYの６．３％）
と報告９）されており，それと比較してもフィリピン
において精神障害による疾病負担が大きいことがわ
かる．フィリピンでは，２０１８年６月まで精神保健法

は制定されていなかったが，１９８６年以降，メンタル
ヘルスの再評価が行われ，国家メンタルヘルスプロ
グラム（National Mental Health Program ; NMHP）

つな

の組織化へと繋がり，２００１年に国のメンタルヘルス
政策が策定された．NMHPは，２０１３年から２０１４年
に改訂され，優先すべきメンタルヘルスの項目とし
て，１）精神的健康と福利の促進，２）災害やトラ
ウマ等，極端な人生の経験に対処するためのプログ
ラム，３）精神障害の治療とリハビリテーションの
ためのプログラム，４）物質使用障害に対する予防
とリハビリテーション，５）地域精神保健プログラ
ム，６）メンタルヘルス情報システムに対するプロ
グラム，以上の６項目が含まれている１０）．
もう一つの関心が高まっている領域は災害メンタ
ルヘルスである．フィリピンは，自然災害に非常に
脆弱であり，２０１３年に東ビサヤ地方を中心に甚大な
被害をもたらした台風３０号（国際名：Haiyan，フィ
リピン名：Yolanda）は，フィリピンにおける心理
社会的対応の計画と組織化の必要性と緊急性を露呈
した．心理社会的概念および心理社会的介入の戦略
に関する協議を行い，関連する調査を行う必要性が
認識されるようになり，専門家団体は，災害後のメ
ンタルヘルス活動を長期的視点で積極的に追求し，

図３ フィリピンにおけるメンタルヘルス分野で働く専門家数（人口１０万対）
MentalHealthAtlas 2014（WHO）８）よりデータを引用して作図した．
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既存の保健医療従事者のメンタルヘルス能力強化を
通じたコミュニティメンタルヘルスサービスの開発
の扉になる可能性があることを示している１１）．
このようにメンタルヘルスの重要性に関する認識

は高まってきているものの，多くの問題点が指摘さ
れている．メンタルヘルスのための人的資源は非常
に限られており（図３），政府全体の医療支出のわ
ずか５％のみがメンタルヘルスのために配分され，
しかもこの額の９５％は精神科病院運営に費やされて
きているという状況があった．また，国家社会保険
制度 PhilHealth は精神障害を対象としているが，
急性の入院治療に限定されているという状況があっ
た１２）．２０１８年に制定された精神保健法には，Phil-
Health の適応拡大，メンタルヘルスサービスへの
アクセスの重要性，学校のカリキュラムにメンタル
ヘルスを組み込むこと等が含まれており，メンタル
ヘルスサービスが拡充されていくことが期待される．

おわりに
世界は，入院中心の精神医療から地域精神医療へ

とシフトしていっており，東南アジアの国々におい
ても同様である．限られたメンタルヘルスに関わる
人的資源の中で，よりよいメンタルヘルスサービス
を提供するための各国の取り組みは，わが国の精神
医療に対しても重要な示唆を与えるものであり，今
後とも注目していく必要があると考える．

〈本論文は，国際医療研究開発費（３０指３）「フィリピ
ン，インドネシアを中心とした東南アジアと日本にお
ける持続可能な精神保健システムの強化に資する研
究」（主任研究者早川達郎）による研究成果である．〉

著者の利益相反：本論文発表内容に関連して申告な
し．
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